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廃
道
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

問　

廃
道
に
し
た
後
、
買
い
受

け
る
人
は
い
る
の
か
。

答　

廃
道
が
決
定
し
た
場
合
、

最
終
的
に
希
望
者
に
払
い
下
げ

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、

一
部
に
つ
い
て
は
家
が
あ
る
の

で
、
通
行
の
た
め
に
再
認
定
す

る
予
定
で
す
。
払
い
下
げ
に
つ

い
て
は
、
現
在
二
名
の
方
に
予

定
し
て
い
ま
す
。

問　

道
路
の
先
に
地
域
の
神
社

が
あ
り
、
通
れ
な
く
な
る
と
困

る
の
で
、
立
ち
入
り
禁
止
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
お
願

い
す
る
。

答　

そ
の
よ
う
な
通
行
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
き

る
よ
う
に
進
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

給
食
セ
ン
タ
ー
建
設

問　

給
食
セ
ン
タ
ー
の
事
業
費

で
、
建
物
と
設
備
を
一
括
し
て

入
札
す
る
の
か
分
割
に
す
る
の

か
。
両
方
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ

リ
ッ
ト
は
。

答　

一
括
発
注
の
場
合
は
工
程

管
理
が
容
易
で
、
瑕
疵
担
保
責

任
が
明
確
に
な
り
ま
す
が
、
各

種
の
事
業
を
一
括
で
発
注
す
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
コ

ス
ト
が
不
明
確
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。
分
離
発
注
の
場

合
は
、
地
元
企
業
の
育
成
と
い

う
こ
と
か
ら
採
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
お
り
、
コ
ス
ト

の
明
確
化
が
で
き
ま
す
が
、
工

程
管
理
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
所

在
等
に
つ
い
て
は
懸
念
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。
今
回
の
給
食
セ

ン
タ
ー
で
は
で
き
る
だ
け
予
算

を
低
く
抑
え
る
た
め
に
、
分
離

発
注
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
メ
ー
カ
ー
等
に
つ
い
て
は

同
等
品
と
い
う
こ
と
で
指
定
は

し
ま
せ
ん
。

問　

分
離
発
注
と
は
ど
の
よ
う

に
分
け
る
の
か
。
ま
た
機
械
や

施
設
の
更
新
・
修
理
等
の
場
合

は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答　

建
築
本
体
、
電
気
機
械
、

外
構
、
厨
房
を
分
離
す
る
考
え

で
い
ま
す
。
減
価
償
却
も
建
物

は
四
十
年
、
厨
房
施
設
は
十
五

年
と
仮
定
し
て
、
更
新
や
修
理

も
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。

工
事
契
約

問　

真
壁
小
学
校
体
育
館
の
耐

震
補
強
及
び
大
規
模
改
修
工
事

の
入
札
が
不
調
に
終
わ
っ
た
原

因
は
、
何
と
考
え
て
い
る
の
か
。

答　

状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、

東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け

て
、
各
業
者
さ
ん
の
手
持
ち
工

事
が
多
く
、
真
壁
の
体
育
館
の

工
事
に
参
加
す
る
の
が
難
し

か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

議
案
審
議

一般議案に対する

補正予算や条例の制定・改正、人事案件などの補正予算や条例の制定・改正、人事案件などの
一般議案に対して審議を行いました。一般議案に対して審議を行いました。
その中から、主な質疑を掲載します。その中から、主な質疑を掲載します。

真
壁
町
古
城
地
内

市
道
路
線
の
廃
止

︵
使
わ
れ
て
い
な
い
市
道
の
廃
止
︶

問　

こ
れ
ま
で
道
路
と
し
て
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
何

か
。
ま
た
、
今
ま
で
ど
う
し
て

廃
道
に
し
な
か
っ
た
の
か
。

答　

県
道
供
用
開
始
後
、
一
般

の
交
通
用
に
供
し
て
い
な
い
状

況
で
、
道
路
と
し
て
の
役
割
を

終
え
て
い
ま
し
た
が
、
合
併
前

の
認
定
道
路
の
ま
ま
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
当
時
は
事
実
認
定

に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

問　

真
壁
小
学
校
の
本
校
舎

は
、
早
い
時
期
に
建
て
か
え
る

可
能
性
が
あ
る
。
校
舎
の
建
て

か
え
と
一
緒
に
や
っ
た
方
が
よ

い
の
で
は
。

答　

来
年
の
三
月
に
は
工
事
を

終
了
し
、
し
っ
か
り
と
子
ど
も

た
ち
に
屋
内
体
育
館
で
体
を
動

か
せ
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
っ

て
あ
げ
た
い
と
い
う
思
い
を
強

く
持
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
東

日
本
大
震
災
の
耐
震
補
強
に
つ

い
て
は
、
ぜ
ひ
や
ら
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

真壁小学校体育館

桜川市議会では、以下の２件の意見書を可決し、

内閣総理大臣ほか関係大臣に提出しました。意 見 書

東海第二原子力発電所を再稼働しないことを求
める意見書
　福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染被害は、県境を超え、東北・関東一円に広がり、

避難住民をはじめ多方面に甚大な被害を及ぼしました。

　東海村にある東海第二原子力発電所は、平成 23年３月 11日の東北地方太平洋沖地震により、

一時外部電源を失うなど、もし津波があと少し高かったら福島第一原子力発電所と同じような深

刻な事態になるところでした。しかも運転開始から 33年を経過し、至るところに老朽化現象が見

られます。また、半径 30km圏内に約 90万人が住む人口密集地に建ち、加えて政府の地震調査

研究本部や東大地震研究所などが、極めて高い確率でマグニチュード７〜８の巨大地震が茨城県

沖で起こり得ると予測しています。

　よって安全性が確保されないままである今、請願趣旨にご理解いただけるよう求めます。

　以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

平成 24年９月 21日

教育予算の拡充を求める意見書
　子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことであ

る。特に学級規模の少人数化は保護者などの意見募集でも小学１年生のみならず、各学年に拡充

すべきとの意見が大多数である。地方は独自の工夫で学級規模の少人数化を進めてきているが、

地方交付税削減の影響や厳しい地方財政の状況などから、自治体が独自財源で学級の少人数化を

拡充することは困難な状況になっている。

　また、東日本大震災において、学校施設の被害や子どもたちの心のケアなど教育の早期復興の

ための予算措置、早期の学校施設の復旧など政府として人的・物的な援助や財政的な支援に継続

的に取り組むべきである。

　したがって、教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させるため、次の事項を実現さ

れるよう、強く要望する。

１．きめ細かな教育の実現のための少人数学級を推進すること。

２．教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持

すること。

３．東日本大震災における教育復興のための予算措置を継続して行うこと。

　以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

平成 24年９月 21日


